
 

 

 

 

 

 

 

 

第２－１配水場更新工事（機械設備） 
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碧南市水道事業 

 

 

 



 下記工事において、現場説明書にかえ、発注説明書を提示する。 

 

１．工事名  第２－１配水場更新工事（機械設備） 

２．工事場所 碧南市二本木町地内 

３．事後保障 碧南市契約規則（碧南市公共工事請負契約約款）及び特記仕様書による。 

４．工事契約 碧南市契約規則による。 

５．配布図書 

 （１）設計図面 １６枚（表紙とも Ａ３判） ダウンロードとする。 

 （２）設計書（参考数量書） ダウンロードとする。 

６．工事期間 

 （１）工事着手 令和 ３年 ９月２２日 

 （２）工事完了 令和 ４年 ９月３０日 

７．質疑回答 

 （１）書面により質疑の受付をします。 

質疑のない場合は、提出の必要はありません。 

 （２）質疑書は A４判、質問の様式は自由とし、宛先は碧南市長宛とする。また通し番号

をつけ、会社名及び記入者を明確にしておく。 

 （３）質疑書の提出・回答は下記による。 

   ア 質疑書 提出日時：令和３年８月２６日（木）  午前９時から 

              令和３年８月２７日（金）  午後５時まで 

         提出場所：碧南市総務部資産活用課契約検査係 

         注意事項：勤務時間における受付は、午前９時から正午まで及び午後１

時から午後５時までとします。 

   イ 回答書 閲覧日時：令和３年９月２日（木） 

     質疑回答書は、市庁舎内総務部資産活用課の指定場所にて閲覧することができ

ます。 

８．工事金支払条件 

 （１）本契約における令和３年度末までにあげる出来高予定額及び支払限度額は、金１５

６，７５０，０００円とする。 

 （２）本契約における令和３年度の前払金の支払限度額は、金６２，７００，０００円と

する。 

 （３）本契約における令和３年度の前項の前払金に追加できる中間前払金の支払限度額は、

金３１，３００，０００円とする。 

 （４）本契約における令和４年度の前払金の支払限度額は、金４１，８００，０００円と

する。 

 （５）本契約における令和４年度の前項の前払金に追加できる中間前払金の支払限度額は、



金２０，９００，０００円とする。 

９．関連工事 

 （１）第２－１配水場更新工事（電気設備） 

 （２）第２－１配水場更新工事（計装監視設備） 

１０．官公庁その他への手続き 

 （１）工事施工上に必要な諸手続き、特定施設設置届、仮設用電力、仮設用給水の引き込

み手続き（請負者において仮設用水道メーターを設置し、費用負担とすること）、

道路、その他他人管理の土地使用の手続き等は一切請負業者において行い、その費

用を負担すること。 

 （２）着手前に既設状況を確認し、破損等における損害を与えた場合は、請負業者にて復

旧し、その費用を負担すること。 

１１．工事に対する厳守事項 

 （１）各工事に伴い関係法令を厳守するとともに、各種安全対策を十分に行い、工事を施

工すること。 

 （２）工事に先立ち仮設計画を行い、付近住民等の安全、建物内及び構内の安全に十分留

意し工事の施工を行うこと。 

 （３）資材等の搬入については、監督員と十分な協議のうえ付近住民等の安全及び、構内

の安全に配慮した搬入路を確保し安全施設を確保すること。 

 （４）工程については、関連工事と調整を行うとともに、各社協調し現場内及び周辺の安

全に努めること。 

 （５）工事の進捗や、品質管理に必要な材料承認、施工・承認図及び計画書等は書面にて

事前に提出し、管理者の承認を得なければならない。また、躯体埋め込みなどに関

する工事については検査を受け、合格後でなければコンクリート等の打設を行わ

ないこと。 

１２．第三者の損害防止 

 （１）工事に伴う近隣等への対策、苦情処理等については請負者において一切を処理、解

決し、その費用を負担すること。 

 （２）工事中は付近の構造物、道路、地下埋設物などに損害を与えないよう万全の処置を

なし、また騒音、振動等に際しては公害防止条例その他の法律、規程に従い十分な

養生及び防止策をすること。 

 （３）万一第三者の生命、財産に損害が生じた場合、及び第三者との間に紛議を生じた場

合は、請負者において処理解決し、その費用を負担すること。 

１３．火災保険等 

   工事目的物に対し火災保険等の保険に加入すること。 

１４．関連工事との調整及び協調 

   関連工事の作業通路、足場、資材置場及び作業所等の確保については、関連工事業者



間で調整し、監督員と協議の上、速やかに協力すること。 

   また、関連工事の作業内容を十分に理解し、事業として全体工程調整及び協調をはか

ること。 

１５．工事状況等の案内板等の設置 

   現状の工事状況を（毎日、毎週、月間等）案内板に表示し、また、工事の予告をする

などして、工事に対する付近住民の理解を得るよう努めること。 

１６．その他 

 （１）現地については、各業者にて確認することとする。 

 （２）その他、疑義のある場合は協議による。 

 （３）本工事の請負業者並びに関連工事の請負業者は受注した工事設計図書を合冊し、請

負業者ごとに３部提出すること。 

    （改善工事に係る図面はカラーとする。） 


